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　朝日町りんご産業の発展のため、今年度も下記の
日程により剪定講習会を開催します。今回は、和合
の鈴木治男氏を講師として「ふじりんごの基本剪定」
を行いますので、りんご生産者の方は是非ご参加く
ださい。

▶日　程　1 月 31日（水）　午後１時 30 分～
▶集合場所
　朝日町果実流通センター（和合）
　※集合後に付近の和合地内の園地で行います。

▶問合せ先　農林振興課 農政係　☎６７-２１１４

りんご剪定講習会の開催について

▶職種および採用人員
　朝日町・山形市間直行バス運転手　１名
▶受験資格
　昭和 28 年４月２日以降に生まれた方で、大型２種
　免許または大型免許を所持している方
▶雇用条件
　・雇用期間
　　平成 30 年４月１日～平成 31 年３月 31 日
　・業務内容　朝日町・山形市間直行バス運転業務
　　【平日】
　　午後３時 30 分～午後 10 時（年間 244 日程度）
　　運転区間：山交バス本社前から太郞公民館
　　【土曜】
　　午前６時～午前 10 時（年間 49 日程度）
　　運転区間：太郎公民館から北山形駅間

　・賃　金　時給 1,700 円（その他 町の規定による）
　　※社会保険・雇用保険加入
▶受験手続
　受験申込書（役場総務課に設置）に資格を有する
　証明（免許証、運転記録証明書）の写しを添えて、
　役場総務課まで届けてください。
▶申込期限　２月 19 日（月）
　※郵送の場合は、締切日まで必着
▶受付時間　午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分まで
▶選　考
　２月下旬（後日申込者に通知します）に面接試験
　を実施します。
※採用決定後に健康診断書を提出してください。

▶問合せ先　総務課 庶務係　☎６７- ２１１１

町臨時職員募集（平成 30 年４月１日付採用予定）

▶一般産業用機械・装置等製造業　時間額 816 円
▶電気機械器具等製造業　時間額 800 円
▶自動車・同附属品製造業　時間額 815 円
▶自動車整備業　時間額 819 円

▶効力発生日
　平成 29 年 12 月 25 日（月）
▶問合せ先
　山形県労働局 賃金室　☎０２３- ６２４- ８２２４

山形県の特定（産業別）最低賃金が改正されました



〇楽しいイベント盛りだくさん！
　桃色ウサヒとのじゃんけん大会、雪上輪投げ大会、
スノーモービル乗車体験などがあります。小さな
お子様から参加できる無料のイベントもいっぱいで
す！さらに、玉こんの振る舞いもあります。
　今年度は、イベント会場が駐車場から近くなり、
大変便利になります。

▶日　時　１月 28 日（日） 午前 10 時～　

▶会　場
　Ａｓａｈｉ自然観スノーパーク
　ロッジしらくら付近特設会場
▶主　催　　朝日町雪まつり実行委員会

▶問合せ先
　雪まつり実行委員会（総合産業課内）
　☎６７- ２１１１
　Ａｓａｈｉ自然観スノーパーク　 ☎ ８３- ７１１１

Ａｓａｈｉ自然観 スキー場まつり

　家庭や地域、農業などで、誰もが気軽に楽しく循環型リサイクルできるＥＭ（有用微生物群）。養成講座で
その活用法を学んでみませんか。ぜひご参加ください。

▶受講料　3,000 円（全５回分／資材・材料費など）※単独参加は各講座 1,000 円です。
▶会　場　西町公民館（朝日町宮宿 778）
▶募集数　30 名（先着順）
▶申込締切　１月 20 日（土）
▶申込み方法　下記までお問合せください。

▶講座日時・内容（受付は全て 30 分前から行います）

※出来上がった製品はすべて持ち帰れます。
※３回以上の受講で「ＥＭインストラクター」の認定証が交付されます。
　（ただし、第１回の基礎講座の受講が必須となります）
※詳しくは下記までお問合せください。

▶申込み・問合せ先　ＥＭ生活を楽しむ会（朝日町担当）　髙取 のぶ子　☎６７- ７２０３

ＥＭ（有用微生物群）インストラクター養成講座のご案内

第１回

▶日　時　２月５日（月）午後１時 30 分～４時
▶内　容
　ＥＭって何？、お金のかからないＥＭ活用法、ペットの臭い対策などができる
　悪臭対策法

第２回
▶日　時　２月 12 日（月）午前 10 時～午後 12 時 30 分
▶内　容
　ＥＭボカシ作り、化学肥料に頼らない家庭菜園、花づくりへの活用法

第３回
▶日　時　２月 12 日（月）午後１時 30 分～４時
▶内　容
　ＥＭによる安全・安心な無農薬野菜・果樹栽培方法

第４回

▶日　時　２月 19 日（月）午後１時 30 分～４時
▶内　容
　廃油を使ったＥＭ石鹸作り、川や沼をきれいにしたり、畑をやわらかくするＥ
　Ｍだんご作り

第５回
▶日　時　２月 26 日（月）午後１時 30 分～４時
▶内　容
　ＥＭによる化粧水作り、ＥＭ資材の紹介、ＥＭ体験者の実践発表と交流会

【第 20 回 朝日町小中学校児童生徒 ひめさゆり俳句大会】　守谷茂泰 氏 選
　銅賞  「自転車を こぐ帰り道 見る花火」　朝日中　３年　清野 洵



　山形県管理の河川におけるボランティア活動に対
し、支援の制度やその取組み等について事例をもと
に紹介し、また河川管理に関する情報などをわかり
やすく説明しながら、河川愛護活動が効果的かつ効
率的に実施できるよう情報交換を行います。
▶日　時　２月 16 日（金）午後２時～午後４時
▶場　所　山形県村山総合支庁本庁舎 ２階講堂
　　　　　（山形市鉄砲町二丁目 19-68）

▶対　象　
　河川愛護のボランティアやその支援制度に興味の
　ある個人、団体、企業の方々

▶申込み・問合せ先
　山形県村山総合支庁 建設部西村山河川砂防課
　☎８６- ８４１３

「平成 29 年度 河川愛護活動団体・支援企業相互交流会」のお知らせ

　家畜を１頭・１羽でも飼っている方は、毎年２月１
日現在の飼育頭羽数などを県に報告する必要があり
ます。前年に報告された方には１月末に用紙が届き
ますので、必要事項を記入の上、中央家畜保健衛生
所へ郵送または FAX で送付してください。
　新たに飼育を始めた方や飼育しているのに用紙が
届かない方は、お手数ですが右記へご連絡ください。
▶対象となる家畜の種類
　牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬（ポニー含む）、

　豚（ミニ豚含む）、いのしし、鶏（烏骨鶏、チャボ
　含む）、うずら、あひる、きじ、だちょう、ほろほ
　ろ鳥、七面鳥

▶問合せ先　〒 990-2161　山形市大字漆山 736
　山形県中央家畜保健衛生所
　☎０２３- ６８６- ４４１０
　FAX：０２３- ６８６- ５７１５

家畜を飼っている方は届出が必要です

　国民年金は、年をとったとき、病気や事故で障害が
残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、働い
ている世代みんなで支えようという考えで作られた仕
組みです。国民年金は 20 歳以上 60 歳未満の方は加
入することが義務付けられています。20歳になったら、
忘れずに国民年金の加入手続きをしましょう！

【国民年金のポイント】
○将来の大きな支えになります
　国民年金は 20 歳から 60 歳までの人が加入し、保
　険料を納める制度です。国が責任をもって運営す
　るため、安定していますし、年金の給付は生涯にわ
　たって保障されます。
○老後のためだけのものではありません
　国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか、
　障害年金や遺族年金もあります。障害年金は、病
　気や事故で障害が残ったときに受け取れます。ま
　た遺族年金は、加入者が死亡した場合、その加入
　者により生計を維持されていた遺族（「子のある配

　偶者」や「子」）が受け取れます。
【「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」】

○「学生納付特例制度」
　学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の
　所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付
　が猶予される制度です。対象となる学生は、学校
　教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等
　学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校（修
　業年限１年以上である課程）、一部の海外大学の日
　本分校に在学する方です。
○「納付猶予制度」
　学生でない 50 歳未満の方で、ご本人および配偶者
　の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の
　納付が猶予される制度です。

▶問合せ先
　寒河江年金事務所 国民年金課　☎８４-２５５１
　税務町民課 戸籍年金係　☎６７-２１１９

～新成人の皆さんへ～ 20 歳になったら国民年金

【第 20 回 朝日町小中学校児童生徒 ひめさゆり俳句大会】　守谷茂泰 氏 選
　佳作  「くらげたち ひらひらあしで あやとりだ」　大谷小　１年　さとう たくま
　佳作  「なすもいで かえるが頭に とまったよ」　　宮宿小　２年　阿部 秀之助
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○みなみハイツ １戸 ( ２L ＤＫメゾネットタイプ )
　※ B 棟４号　
▶募集期間
　① 1 月 22 日（月）～ 1 月 31 日（水）
　②２月１日（木）～３月 30 日（金）
▶受付時間
　午前９時～午後４時（土・日、祝日除く）
▶受付場所
　山形県住宅供給公社 西村山管理事務所
　（中郷ハイツ管理室）
▶申込方法
　入居申込に必要な所要事項を記入の上、直接持
　参ください。
▶家賃等
　 月額　21,700 円～ 42,700 円
　( 所得により決定します )
▶共益費
　月額　2,750 円　
▶入居可能日　入居決定後、10 日以内
▶申込資格　以下の条件を全て満たしている方
　１．住宅に困窮していること
　２．同居親族（婚姻予定者も含む）を有すること
　３．政令による収入控除後の世帯の合計所得額が
　　   月額 15 万 8 千円以下、ただし条件により所得

　　   月額が 21 万 4 千円以下
　４．納付すべき税や料金に滞納がないこと
　５．申込者または同居予定者が反社会的勢力者で
　　　ないこと

※①の募集期間内に申し込み者がいない場合は②の
　募集期間で募集を行います。②の期間は申し込み
　があれば終了しますので、申し込みを希望される
　方は事前にお問い合わせください。
※入居審査により決定します。また申込多数で、住
　宅困窮度や条件等が同等の場合は抽選となります。
※募集要項および申込み用紙等は、山形県住宅供給
　公社 西村山管理事務所に準備しています。（町ホー
　ムページからもダウンロード可）
※平成 30 年 4 月より家賃が変更されます。

▶問合せ先
　山形県住宅供給公社 西村山管理事務所
　（中郷ハイツ管理室）
　☎８５- １８３１

町営住宅等 入居者募集


